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第２分科会議論の整理（透明性の確保等）

当分科会における，不服申立制度及び受刑者の外部交通に関する議論の整理

は，以下のとおりである。

１ 不服申立制度について

○ 公平かつ公正な救済

刑事施設における被収容者の人権侵害に対し，公平かつ公正な救済を図るため

には，人権擁護推進審議会の答申を最大限尊重して設置されることとなる，公権

力による人権侵害等を対象とした独立性を有する人権救済機関が可及的速やかに

。 ， ，設置されるべきである 他方 被収容者の人権侵害に対する救済制度等の整備は

喫緊の課題であるので，このような機関が設置されるまでの間，次の暫定的かつ

事実上の措置として，法務大臣が情願又は２の再審査の申立て（仮称）の処理

を行うに当たり，刑事施設不服審査会（仮称 （以下「審査会」という ）の議に） 。

付し，その公平かつ公正な処理を期するものとする。

【目的】

この措置は，刑事施設の長その他の職員による違法又は不当な処分等に係る被収

容者の不服を調査審理し，被収容者の人権侵害に対する救済をより適正に図ること

を目的とする。

（注） 上記「処分等」については，具体的に列挙する。

【組織】

審査会は，法務省に置くこととするが，矯正事務を担当する部局等から独立した

組織とする。

【委員】

委員は，法務大臣が，法律，矯正行政，医療等に関する優れた識見を有する者の

。 ， 。 ，うちから選任する 人選に当たっては 公正を期するものとする 法務省の職員は

委員になることはできない。

【審理】

法務大臣は，被収容者の不服が理由がないと判断しようとするときは，審査会

の議に付するものとする。

審査会による調査審理は，公平かつ公正に行う。
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【勧告】

審査会は，被収容者の不服が理由があると認めるときは，法務大臣に対し，理由

を付して，是正措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

【守秘義務】

委員は，職務上知ることができた秘密をみだりに漏らしてはならない。

○ 不服申立制度等の整備等

被収容者の人権侵害に対する救済を適正かつ迅速に図る必要があること

から，監獄法の改正により，以下のとおり，現行の情願制度及び所長面接

制度に代えて，不服申立制度等を整備すべきである。

なお，情願の適正かつ迅速な処理を確保することは喫緊の課題であるの

で，監獄法等との整合性に留意しつつ，実施可能な事項については，監獄

法の改正をまつまでもなく実施するものとする。

【矯正管区長に対する審査の申立て（仮称 】）

・ 被収容者は，刑事施設の長その他の職員による自己に対する違法又は不当な処

分等に対し不服があるときは，矯正管区長に対し，所定の書面により，審査の申

立て（仮称）をすることができる。

（注）上記「処分等」については，具体的に列挙する。

・ 矯正管区長は，審査の申立て（仮称）が理由があると認めるときは，刑事施

， ， 。 ，設の長に対し 決定で 是正措置を執るべき旨を命ずることができる 決定で

当該申立てに係る処分等を申立人の不利益に変更すべきことを命ずること

はできない。

・ 決定は，理由を付して申立人に通知するものとする。

【法務大臣に対する再審査の申立て（仮称 】）

・ 被収容者は，矯正管区長の審査決定に対し，不服があるときは，所定の

書面により，法務大臣に対して，再審査の申立て（仮称）をすることがで

きる。

・ 法務大臣は，再審査の申立て（仮称）が理由があると認めるときは，刑

， ， 。事施設の長に対し 裁決で 是正措置を執るべき旨を命ずることができる

裁決で，当該申立てに係る処分等を申立人の不利益に変更すべきことを命

ずることはできない。

・ 裁決は，理由を付して申立人に通知するものとする。
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【苦情の申立て】

・ 被収容者は，刑事施設の長その他の職員による自己に対する処遇について，刑

事施設の長又は巡閲官に対し，口頭又は書面で，苦情の申立て（仮称）を行うこ

とができる。

・ 被収容者は，刑事施設の長その他の職員による自己に対する処遇（審査の申立

て（仮称）の対象となるものを除く ）について，法務大臣に対し，書面で，。

苦情の申立て（仮称）を行うことができる。

・ 刑事施設の長及び巡閲官は，苦情について速やかに処理し，その結果を申立人

に通知するものとする。

・ 法務大臣は，苦情について速やかに処理する。

注 法務大臣による苦情処理結果の通知方法等については，検討する。( )

【申立期間等】

不服の申立期間及び標準的な処理期間を定めるなど，迅速な処理を確保す

るために必要な手続を整備する。

【申立ての秘密取扱い】

被収容者は，刑事施設の職員に，その内容を知られることなく，申立てを

することができる。

（注）刑事施設の長に対する苦情の申立てを除く。

【不利益取扱いの禁止】

刑事施設の職員は，被収容者が申立てを行ったことを理由としてその者に

対し不利益な取扱いをしてはならない。

○ 情願又は不服申立て等の処理を担当する職員の体制の整備

矯正管区及び法務省において，情願又は不服申立て等を処理する職員の体制を整

備，充実する。

２ 受刑者の外部交通の在り方について

自由刑は，受刑者を一定の場所に拘禁して社会から隔離し，その自由をは

く奪するとともに，その改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とす

るものである。このことから，受刑者の外部交通には自ずから一定の制限が

あるが，社会との良好な関係を維持することは，受刑者の改善更生や円滑な

社会復帰に寄与するものと考えられる。そして，近時のすう勢に照らせば，
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親族のみならず，友人，知人との関係も，上に述べた社会との良好な関係の

維持に必要なものと考えられる。

さらに，法律上の重大な利益に係る用務の処理のためや人権救済等を求め

るための外部交通にも配慮すべきである。

これらの点にかんがみ，以下の措置を執るものとする。

・ 受刑者の親族との面会について，良好な関係の維持に必要と認められる

場合は，面会の回数及び時間を増やし，面会場所及び面会方法について配

慮し，また，職員配置のための体制が整うことを前提とし，土曜日又は日

曜日に面会できるよう配慮すること。

・ 受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進するために有益な場合は，

現状の運用を改め，友人，知人との外部交通を積極的に認めること。

・ 電話による通信については，その相手方を確認することが困難であるな

どの問題はあるものの，受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進する

ために有益な場合は，一定の基準の下，受刑者がこれを行えるよう検討す

ること。

・ 受刑者と面会等をしようとする者が，円滑にこれをできるよう，適宜の

方法により，外部交通の取扱いの要領等を公表すること。

・ 訴訟等法律上の重大な利益に係る用務の処理のために必要な場合は，受

刑者と弁護士との面会を認めるものとし，その用務に応じて必要と認める

場合は，面会方法について配慮するものとすること。

・ 受刑者が，①人権救済等を求めるため，②裁判所，検察庁，法務局，弁

護士会又は弁護士に信書を発信することを求める場合は，①及び②のこと

を確認するにとどめ，特段の事情がない限り，その発信を認めるものとす

ること（上記「特段の事情」とは，その発信によって，刑罰法令に触れる

結果が生ずるおそれがある場合，又は，逃走等施設の規律秩序を著しく害

する結果を生ずるおそれがある場合に限る 。）


